
● ひと言、発言 110万円の暦年贈与の見直しについて

● 今知っておきたい相続の話 小規模宅地の特例

● 税務 免税事業者との取引条件の見直し

● 生命保険 標準保障額②

● 事務所からのお知らせ 夏期休業のお知らせ

● 営業カレンダー

● あとがき

※　貴社（貴事務所）で回覧してください。
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こちらは三条市の大崎山公園、
頂上広場の展望テラスからの
景色です。

7月の暑い季節でしたが、山
の上で標高があるので気温が若
干低く、風もあって、とても過
ごしやすい場所でした。



110万円の暦年贈与の見直しについて…

本日令和４年８月５日付けの業界紙“税理士新聞”の特集に、『暦年贈与つ

いに廃止か・どうする!?顧問先の相続税対策』という記事が掲載されています。

昨年１２月に公表された２０２２年度の与党税制改正大綱では、年間１１０

万円までの贈与を非課税にする暦年課税制度について、「今後、諸外国の制度

も参考にしつつ、相続税と贈与税をより一体的に捉えて課税する観点から、現

行の相続時精算課税制度と暦年課税制度の在り方を見直すなど、本格的な検討

を進める」とあります。

２０２２年度改正での全面廃止も予想された中で、実質先送りとも取れる結

果で胸をなで下ろしている方も多かったようです。

－ 1 －



では、具体的にどう改正されるかと言うことに記事は言及しています。

「現実的には暦年贈与の１１０万円非課税の廃止が難しいのではないかとい

う観点から、生前贈与加算の見直しが考えられる」と。

生前贈与加算とは、贈与のうち、「相続開始前３年以内に贈与されたもの」

については、贈与税がかかっていたかどうかに関係なく相続財産に持ち戻して

加算するというルールのことです。

「現行では３年となっている生前贈与加算の年数を、５～１０年ほどに延長

する案が考えられている」との予想が多い・・・とも。

こうした見直しは、早ければ今年末に決定する２０２３年度税制改正大綱に

織り込まれ、２０２４年１月または４月から導入されるという見方もあるよう

です。

いずれにしても、これらの対応として、持ち戻し期間を考慮して、より早く

生前贈与に手を付けることが大事で、「自分がまだ若いから」、「そういうこと

は健康に不安が出てから考えればいい」と言っていても、なるべく早く贈与を

始めなければ相続税負担が増すということになるという認識が大事だと記事は

伝えています。

早め早めの、準備をしたいものですね。

税理士 山 口 昇

今月のひと言発言は、当事務所のホームページ（http://www.yamanobo-zeir

ishi.jp/）に毎日更新中のコーナー「所長のひとりごと」）の８月５日掲載の

ものです。
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相 続

今知っておきたい相続の話

その２８『遺産のわけ方次第で、相続税の軽減が

できないケースも…』 ～小規模宅地の特例～

＜Ｑ＞

父が先日他界しました。父は母が５年前に亡く

なってから一人暮らしでした（姉も私も嫁いだた

め）。姉は隣町でアパート暮らし。私も隣町に住

んでいます（夫の父の名義の土地建物に夫の両親

と同居）。

亡くなった父の財産は、自宅の土地建物と、親

戚にタダで貸している宅地くらいです。

相続税は多分かからないと思ったため、財産を半分くらいずつに分けると

いうことで相続登記を近くの司法書士さんにお願いしました。

具体的には、Ａのとおり相続するということで登記も完了しました。

その後、司法書士さんから、相続財産の合計が相続税の基礎控除を超えて

いるようなので、税理士さんから相続税の申告をしてもらった方がいいと言

われ、計算してもらいました。

そのときに税理士さんから、Ｂのように相続していたなら、相続税はかか

らなかったと言われました。

今後のこともあるので、どうすれば良かったのかお教えてください。
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＜Ａ＞

亡くなられた方が有していた財産が、その方の法定相続人の人数によって計

算される基礎控除の額を超えた場合に、その超えた金額(課税遺産総額)に相続

税がかかることとなります。

そのため、今回の相続に伴う相続税の基礎控除額は、

3,000万円＋法定相続人2人×600万円＝ 4,200万円

相続財産が上記の不動産だけと仮定すると、相続財産の合計は5,000万円で

すので、課税遺産総額は、

相続財産 5,000万円－基礎控除額 4,200万円＝ 800万円

800万円に対して相続税がかかることになります。

【小規模宅地の特例】

小規模宅地等の特例とは一定の要件を満たすと、土地の相続税評価額を最大

80％減額できる制度です。「小規模宅地の特例」が受けられるケースは次とお

りです。

宅地の利用状況 宅地の取得者 居住要件 所有要件

1.被相続人の配偶者 なし なし

被相続人が住んでいた宅地 2.被相続人の同居親族 あり あり

(父のケース)

3.家なき子 なし あり

※居住要件：相続税の申告期限まで居住していること

※所有要件：相続税の申告期限までその親族が宅地等を所有していること

※申告期限：相続の発生した日の翌日から10ヶ月以内

お父さんが住まわれていた建物の敷地である土地についてですが、上記の１

・２には該当しませんが、３の【家なき子】に該当する可能性はあります。

●【家なき子】とは

家なき子（別名：家なき子特例）とは、分かりやすく言うと「持ち家を持た

ずに第三者所有の賃貸物件に住んでいる人」を言います。

例えば、被相続人（父親）は該当する宅地に住んでいて、相続人（子供）が
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生活を一緒にしないでアパートなどに住んでいる場合に適用されます。

家なき子に同居の有無などは問われませんが、以下の条件を全て満たす必要

があります。

●家なき子特例の条件

ａ．被相続人に配偶者、同居親族、生計一親族がいない

ｂ．相続発生の３年前までに「自己」「自己の配偶者」「３親等以内の親族」

「特別の関係がある法人」の持ち家に住んだことがない

ｃ．相続発生時に自己が居住している家屋（賃貸）を一度も所有したことが

ない

妹さんは、３親等以内の親族が所有する家に住んでいるため上記のｂの条件

に該当せずこの小規模宅地の特例が使えませんが、お姉さんは、上記ｂ．ｃに

該当すれば小規模宅地の特例を受けることができます。

仮にＢのように遺産分割していたとすると、お父さんが住まわれていた家の

敷地の土地について、「小規模宅地の特例」という制度が適用可能となり、そ

の土地のうち330㎡について80％の評価減が適用となります。（仮にお父様が

住んでいた土地建物の評価が土地1,500万円300㎡、建物1,000万円とした場合、

土地の1,500万円の評価が80％(1,200万円)減の300万円となり、相続財産の合

計は5,000万円－1,200万円＝3,800万円となり基礎控除以下となるため、相続

税の発生はなくなります）。

相続が発生したら、原則として遺産分割する前に、まずは税理士に相談する

ことをおすすめいたします。その結果、相続税がかかないという判断ののち、

司法書士さんに遺産分割や登記をお願いするのも方法です。

一般的には、税理士の方も提携している司法書士さんがいらっしゃるはずで

すので、その司法書士さんにお願いする方法がベターと考えます。

詳しいことは、当事務所にお気軽にお問い合わせください。

当社は無料で相談を受け付けています。お気軽にご相談

ください。
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税 務

免税事業者との取引条件の見直しについて

令和５年１０月１日からのインボイス制度の実施を契機とした免税事業

者との取引条件の見直しを巡り、「免税事業者に取引価格の交渉を依頼す

ること自体が独占禁止法上問題となるのか」という買い手側の疑問に対し

て、財務省や公正取引委員会等が『仕入先である免税事業者との取引につ

いて、インボイス制度の実施を契機として取引条件を見直すことそれ自体

が、直ちに問題となるものではない』という考え方を示しました。

公表されたＱ＆Ａによれば、免税事業者が、課税事業者となることがで

きる(簡易課税制度も選択できる)ことを理解したうえで引き続き免税事業

者でいることを選択した場合に、再交渉において“双方納得の上で”取引

価格を設定すれば、結果的に取引価格が引き下げられたとしても、独占禁

止法上問題とはならないようです。

ただし、再交渉が形式的なものにすぎず、仕入側の事業者(買手)の都合

のみで著しく低い価格を設定し、免税事業者が負担していた消費税額も払

えないような価格を設定した場合であって、免税事業者が今後の取引に与

える影響等を懸念してそれを受け入れざるを得ない場合には、「優越的地

位の濫用」として独占禁止法上、問題になり得るとのことです。

例えばですが、仕入側が一方的に「今後は消費税相当額○○円を支払わ

ない」「○○円でないと今後取引はできない」と減額を強要する行為は問

題となり得るということになります。

なお、インボイス制度導入後３年間は仕入税額相当額の８割、その後の

３年間は５割の仕入税額控除を認める経過措置があります。ですので、取

引価格の見直し交渉にあたっては、一度に消費税相当額を引き下げるので

はなく、経過措置を考慮したうえで、段階的な引き下げとなるような価格

交渉を行うことが望ましいと考えられます。

担当：堀 内 勇 一
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経営者のための生命保険講座第２１０回

今回は、前回の標準保障額について、もう少し詳しくご紹介いたします。

まずは、経営者様に万が一があった時(死亡・就業不能等)の影響について見てみましょう。
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以上のようなリスクを想定し、下記の必要資金を算定したものが標準保障額です。

御社の永続発展のためにも、現状のリスクを整理して把握し、将来のために備えることも

重要かと思います。今後も弊社からサポートをさせていただきたいと思います。

担当：伊 藤 寛 峻
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● 相続無料相談会 当事務所 ２階 研修室

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 6 1 2 3

7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10

14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17

21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24

28 29 30 31 25 26 27 28 29 30

赤は山口会計の休業日

８　月 ９　月

◆◇　山口会計営業カレンダー　◇◆

◆◇　事務所からの

お知らせ　◆◇

※事前にご予約ください

（毎週土曜日 9:00～15:00） 開催日程とご都合があわない場
合は、日程を調整のうえ、対応
させていただきます。

夏期休業のご案内

当事務所は、夏期休業のため下記日程を休業させていただきます。

何卒ご了承賜りますようお願い申しあげます。

記

８月１３日（土）～８月１７日（水）
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発行　税理士法人 山口会計パートナーズ

加茂市旭町１５番３０号　TEL　0256-52-6869　FAX　0256-52-1674

http://www.yamanobo-zeirishi.jp/　　　e-mail:yn@tkcnf.or.jp

チラシ折り込みます

お客様の広告チラシ等がございましたら、みどり通信発送先、すべてに無料
で同封いたします。お気軽にお申し付けください。
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